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平成２７年度群馬県地域医療介護 

総合確保計画に関する事後評価 

 

 

 
平成２７年度執行分 

群馬県 

 

※ 本紙は、計画期間満了の翌年度まで、毎年度追記して国に提出

するとともに、公表することに努めるものとする。 

  



   

 
事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 
事業名 【No.１】病床機能分化・連携推進事業 

  

【総事業費】 
1,152,021 

千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 病院 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域における急性期から回復期、在宅医療に至る一連の

サービスの総合的な確保が課題となっていることから、病

床の機能分化・連携を推進する必要がある。 

アウトカム指標：地域医療構想に定める病床の機能分化・

連携の体制を構築する。 

事業の内容（当初計画） 地域における協議を踏まえ、回復期病床等への転換や地

域リハビリテーション機能・地域連携の強化を図る施設整

備及び身体症との合併を伴う精神疾患に係る病床整備等に

対して補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・回復期病床整備        新築 ４０床 
                改修３００床 
・身体症との合併を伴う精神疾患に係る病床整備 ２２床 

アウトプット指標（達成

値） 

・回復期病床整備        新築 ４０床 
・身体症との合併を伴う精神疾患に係る病床整備 ２２床 
 ※平成２９年度までの３カ年で整備予定 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 

（１）事業の有効性 
急性期から回復期、在宅医療に至る一連のサービスを

確保するために、今後不足が見込まれる回復期病床への

転換等を推進することは有効な手段である。 
（２）事業の効率性 

回復期病床を増床するための整備費等に対する補助

であり、効率的に病床機能の転換を図ることができる。 
その他  

 
 



   

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 
事業名 【No.２】回復期病床転換促進設備整備事業 

  

【総事業費】 
120,000 

千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 病院 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域における急性期から回復期、在宅医療に至る一連の

サービスの総合的な確保が課題となっていることから、病

床の機能分化・連携を推進する必要がある。 

アウトカム指標：地域医療構想に定める病床の機能分化・

連携の体制を構築する。 

事業の内容（当初計画） 病床の機能分化・連携を推進するため、回復期病床等へ

の転換や地域リハビリテーション機能・地域連携の強化を

図る設備整備等に対して補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・施設整備を伴わない回復病床等への転換 ３００床 
 （年間１００床×３年） 

アウトプット指標（達成

値） 

 平成２７年度内の達成はなし。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 

（１）事業の有効性 
急性期から回復期、在宅医療に至る一連のサービスを

確保するために、今後不足が見込まれる回復期病床への

転換等を推進することは有効な手段である。 
（２）事業の効率性 

回復期病床への転換に伴うリハビリテーション設

備・医療機器等の備品購入費に対する補助であり、効率

的に病床機能の転換を図ることができる。 
その他  

 
 
 
 
 



   

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 
事業名 【No.３】地域周産期医療確保整備事業 

  

【総事業費】 
1,637 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

県内における分娩取扱施設数が減少していることから、

地域における周産期医療体制を維持・強化することが課題

となっている。 
アウトカム指標：地域医療構想に定める病床の機能分化・

連携の体制を構築する。 

事業の内容（当初計画） 検討委員会等を設置して関係者による協議を行うととも

に、周産期医療体制の現状及び課題に関する県民の理解を

深める。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

検討委員会の開催：３回、研修会の開催：１回、県民向け

セミナーの開催：２回 

アウトプット指標（達成

値） 

検討委員会の開催：３回、研修会の開催：１回、県民向け

セミナーの開催：２回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 

（１）事業の有効性 
地域の周産期医療体制のあり方について、関係者間での

情報共有や、県民の理解を広めることができた。 
（２）事業の効率性 
 事業の一部については専門性の高い医療機関や団体へ委

託して実施することで、効率的に実施することができた。 
その他  

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 
事業名 【No.４】糖尿病病診連携等推進事業 

 

【総事業費】 
5,000 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県医師会 
事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 糖尿病は重症化することにより、透析や入院を含む長期

的な医療的ケアを要することから、疾病の段階に応じた適

切な医療が提供される必要があるため、病院・診療所間に

おける診療方針や病状などの円滑な情報共有が課題となっ

ている。 

アウトカム指標：地域医療構想に定める病床の機能分化・

連携の体制を構築する。 

事業の内容（当初計画） 県医師会が実施する糖尿病治療に係る病診連携推進等事

業に対して補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

県内において病診連携に係るガイドラインを作成する 
糖尿病連携ノートを作成する 

アウトプット指標（達成

値） 

糖尿病連携手帳の作成 

糖尿病医療連携に関する研修会の開催 

ウェブサイト（群馬糖尿病地域連携ネット）の開設 等 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 

（１）事業の有効性 
新たに作成した糖尿病連携手帳や研修会の開催、ウェ

ブサイトの開設等により、患者の自己管理を支援すると

ともに、糖尿病治療に係る病診連携が促進され、糖尿病

の重症化対策と医療機能の分化・連携が図られる。 
（２）事業の効率性 

県医師会が実施する事業に対して支援することで、関

係機関等とより緊密な連携のもと事業を実施すること

ができた。 

その他  

 



   

 

事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 
事業名 【No.５】糖尿病対策推進事業 

  

【総事業費】 
3,014 千円 

事業の対象となる区域 県全体 

事業の実施主体 群馬県 
事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

構想上必要とされる急性期病床の減少及び回復期病床の

整備を行うには、病院と診療所、地域間の患者情報の共有

が円滑に行えるためのガイドラインや連携ツールの開発、

人材育成をはじめとしたシステム構築が必要不可欠であ

る。 

アウトカム指標：地域医療構想に定める病床の機能分化・

連携の体制を構築する。 

事業の内容（当初計画） 糖尿病患者及び予備群の未受診、治療中断等、重症化予

防が課題となっていることから、まずは県全体の糖尿病の

実態について、市町村国保データ（国保データベースシス

テム 等）を用い解析、県全体さらには二次保健医療圏ご

とに分析を実施する。 
課題抽出を行った後、適切な受診勧奨、保健指導の方法

や病診連携のシステム整備等、課題解決に必要な対策を関

係機関・団体と検討する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・群馬県における糖尿病治療継続者の割合の増加 
・群馬県における糖尿病腎症による年間新規透析導入患者

数の減少 

アウトプット指標（達成

値） 

病院と診療所、地域間の患者情報の共有が円滑に行える

ためのガイドラインや連携ツールの開発、人材育成等のシ

ステムの構築をする。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

（１）事業の有効性 
関係機関・団体と協議会を設置し、組織的・体系的な検

討を始められた。 

（２）事業の効率性 
 県内各市町村で個別に対策を打っていたが、県がとりま

とめを行うことで一貫した対策を進められる。 
その他  



   

 

 
事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 
事業名 【No.６】ＩＣＴを活用した救急医療体制基

盤整備事業  

【総事業費】 
11,703 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 
事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

 

アウトカム指標：地域医療構想に定める病床の機能分化・

連携の体制を構築する。 

事業の内容（当初計画） 医療機関と救急現場をつなぐタブレット端末を配置し、

関係機関によるオンライン会議や救急搬送を要する在宅療

養患者など救急現場の映像を救急医療機関へ配信するシス

テムを整備することにより、病床機能の異なる関係機関の

連携強化を図るとともに、在宅療養患者の安全な救急搬送

体制を確保する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・ＩＣＴを活用した救急医療体制の基盤整備を行うことに

より、病床機能の異なる関係機関の連携強化を図るととも

に、在宅療養患者の安全な救急搬送体制を確保する。 

アウトプット指標（達成

値） 

病床機能の異なる関係機関の連携強化を推進したととも

に、在宅療養患者の安全な救急搬送体制を確保した。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 

（１）事業の有効性 
病床機能の異なる関係機関の連携強化ができた。 
（２）事業の効率性 
ＩＣＴの活用により、救急現場における必要な情報（映像）

を効率的に関係機関の間でやり取りできた。 
その他  

 
 
 
 
 



   

 

 
事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 
事業名 【No.７－１】がん診療施設（施設・設備）

整備事業（医療提供体制施設整備交付金か

らの移行）  

【総事業費】 
216,190 

千円 
事業の対象となる区域 渋川保健医療圏 

事業の実施主体 西群馬病院（現：渋川医療センター） 
事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

昭和６０年以来、県民の死亡原因の第１位は「がん」であ

り、必要な医療を適切に提供していく体制の充実が必要。 

アウトカム指標：地域医療構想に定める病床の機能分化・

連携の体制を構築する。 

事業の内容（当初計画） より質の高いがん医療の提供体制を整備するためには、

がん診療の中核となる「がん診療連携拠点病院」「群馬県が

ん診療連携推進病院」等による集学的医療の更なる質の向

上が重要であるが、そのための基礎となる医療施設の高度

化を図るため、施設整備に要する費用を補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

 専門的ながん診療を実施している病院の医療施設の充実

を進めることにより、県内のがん医療体制の均てん化につ

なげる。 

アウトプット指標（達成

値） 

 該当保健医療圏の地域がん診療連携拠点病院である「西

群馬病院（現 渋川医療センター）」のがん診療施設の充実

が図られた。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

単年度の指標設定は困難。 

（１）事業の有効性 
地域がん診療拠点病院の施設が充実し、がん診療の質

の向上が進んだ。 
（２）事業の効率性 
 入札等の執行により、効率的な執行ができたと考える。 
 

その他  

  



   

 

 
事業の区分 １．地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備

の整備に関する事業 
事業名 【No.７－２】がん診療施設（施設・設備）

整備事業（医療提供体制推進事業からの移

行） 

【総事業費】 
222,383 

千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 ７病院 
群馬大学医学部附属病院、高崎総合医療センター、西群馬

病院（現 渋川医療センター）、沼田病院、原町赤十字病院、

昭和病院、角田病院 
事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

昭和６０年以来、県民の死亡原因の第１位は「がん」であ

り、必要な医療を適切に提供していく体制の充実が必要。 

アウトカム指標：地域医療構想に定める病床の機能分化・

連携の体制を構築する。 

事業の内容（当初計画） より質の高いがん医療の提供体制を整備するためには、

がん診療の中核となる「がん診療連携拠点病院」「群馬県が

ん診療連携推進病院」等による集学的医療の更なる質の向

上が重要であるが、そのための基礎となる医療機器の高度

化を図るため、医療機器の購入に要する費用を補助する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

専門的ながん診療を実施している病院の医療施設の充実

を進めることにより、県内のがん医療体制の均てん化につ

なげる。 

アウトプット指標（達成

値） 

専門的ながん診療を実施している病院の医療施設の充実

が図られ、県内のがん医療体制の均てん化が進んだ。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 単年度の指標設定は困難。 

（１）事業の有効性 
 専門的ながん診療を実施している病院の医療設備が充

実し、県内のがん診療の質の向上が進んだ。 
（２）事業の効率性 
  入札等の執行により、効率的な執行ができたと考える。 

その他  

 
 
 



   

 

 
事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【No.８】在宅療養支援診療所等設備整備事

業 

【総事業費】 
20,000 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 在宅療養支援診療所(強化型等)、在宅療養支援歯科診療所、

在宅療養支援病院、訪問看護ステーション等 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅での療養を望む人に対して、必要な医療・介護サービ

スを適切に提供していく体制の充実が必要。 

アウトカム指標：高齢者等が住み慣れた地域で最期まで生

活できるよう在宅医療と介護を一体的に提供する仕組みを

構築する。 

事業の内容（当初計画） 在宅医療・介護サービスの提供体制の充実や医療・介護

の連携体制構築を図るため、県内に所在する保険医療機関

のうち、他の医療機関等の医師や、歯科医師、薬剤師、看

護職員、ケアマネージャー等との他職種協同により、地域

の在宅医療の継続的提供を目指す在宅療養支援診療所や同

歯科診療所、同病院、訪問看護ステーション等に対し、必

要な医療機器等の購入を補助する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

・在宅医療の実施に係る拠点整備 
・在宅療養支援診療所数 221 か所(H25)→250 か所(H29) 
同歯科診療所数     61 か所(H25)→ 86 か所(H29) 
同病院数        15 か所(H25)→ 35 か所(H29)  

(在宅療養後方支援病院を含む。)            
訪問看護事業所数   135 か所(H25)→165 か所(H29) 

アウトプット指標（達成

値） 

在宅療養支援診療所等設備整備補助：８件 

在宅療養支援診療所数 227 か所（H27.4） 

在宅療養支援歯科診療所数 66 か所（H27.4） 

訪問看護事業所数 146 か所（H27.3） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

高齢者等が住み慣れた地域で最期まで生活できるよう在宅

医療と介護を一体的に提供する仕組みの構築へ向けた事業

の実施。 

（１）事業の有効性 
本事業により在宅療養支援診療所等における訪問件数増



   

 

加や幅広い病態への対応につながり、高齢者等が住み慣れ

た地域で最期まで生活できるよう在宅医療と介護を一体的

に提供する仕組みづくりが進んだ。 
（２）事業の効率性 
事業者から事前に詳細な事業計画を徴したことで、目的

意識が明確化され、整備事業を効率的に推進できた。 
その他  

  



   

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【No.９】在宅医療・介護連携拠点事業 

 

【総事業費】 
13,340 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 医療にかかる県内職能団体等 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅での療養を望む人に対して、必要な医療・介護サービ

スを適切に提供していく体制の充実が必要。 

アウトカム指標：高齢者等が住み慣れた地域で最期まで生

活できるよう在宅医療と介護を一体的に提供する仕組みを

構築する。 

事業の内容（当初計画） 各保健医療圏における在宅医療・介護連携の拠点となる

郡市医師会等に対し、協議の場の設置や医療・介護資源の

把握、退院時調整のルール策定等に要する経費を補助する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

・各保健医療圏における在宅医療介護連携の拠点に関する

協議会組織化の推進 
・各保健医療圏における退院時調整ルールの策定率（２７

年度末１０圏域中１圏域） 

アウトプット指標（達成

値） 

・在宅医療介護連携の拠点に対する補助 ３件 
・退院時調整ルールの策定 県内１圏域 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

高齢者等が住み慣れた地域で最期まで生活できるよう在宅

医療と介護を一体的に提供する仕組みの構築へ向けた事業

の実施。 

（１）事業の有効性 
本事業により郡市医師会における在宅医療介護連携の動

きが活発化し、高齢者等が住み慣れた地域で最期まで生活

できるよう在宅医療と介護を一体的に提供する仕組みづく

りが進んだ。 
（２）事業の効率性 
事業者から事前に詳細な事業計画を徴したことで、目的

意識が明確化され、事業を効率的に推進できた。 
その他  

 
  



   

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【No.１０】県保健医療計画推進事業 

 

【総事業費】 
670 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅での療養を望む人に対して、必要な医療・介護サービ

スを適切に提供していく体制の充実が必要。 

アウトカム指標：高齢者等が住み慣れた地域で最期まで生

活できるよう在宅医療と介護を一体的に提供する仕組みを

構築する。 

事業の内容（当初計画） 在宅医療推進部会を設置･運営し、医療・介護の総合的・

専門的な観点から、効果的な対策の検討や評価・検証を行

うとともに、介護関係の組織とも連携し、県内における医

療・介護の総合的な確保に係る推進体制を整備する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

県内１２圏域全てについて、在宅医療・介護連携推進に係

る検討を行う。 

アウトプット指標（達成

値） 

県内１２圏域全てについて、在宅医療・介護連携推進に係

る検討を実施。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

高齢者等が住み慣れた地域で最期まで生活できるよう在宅

医療と介護を一体的に提供する仕組みの構築へ向けた事業

の実施。 

（１）事業の有効性 
本事業により在宅医療と介護の連携に関する検討が進

み、高齢者等が住み慣れた地域で最期まで生活できるよう

在宅医療と介護を一体的に提供する仕組みづくりが進ん

だ。 
（２）事業の効率性 
会議の構成員や議題を再検討したことで、事業を効率的

に推進できた。 
その他  

 
 
 
 



   

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【No.１１】在宅歯科保健事業 

 

【総事業費】 
4,058 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 郡市歯科医師会等 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅での歯科医療等を望む人に対して、必要な医療サービ

スを適切に提供していく体制の充実が必要。 

アウトカム指標：高齢者等が住み慣れた地域で最期まで生

活できるよう在宅医療と介護を一体的に提供する仕組みを

構築する。 

事業の内容（当初計画） 在宅療養において、咀嚼、摂食・嚥下といった口腔機能

の向上や誤嚥性肺炎の予防等を目的とした口腔のケアが極

めて重要であることから、提供体制の整備や多職種との連

携強化を図る必要がある。 
このような課題に対応するとともに、在宅歯科医療の患

者・家族等のニーズに応え、県内の在宅歯科医療の推進と

安心で安全な歯科医療の提供体制を構築するために設置す

る在宅歯科医療連携室の事業費を補助する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

・（既設置団体）訪問診療数３０％上昇 

アウトプット指標（達成

値） 

・訪問診療数５０％上昇 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 

（１）事業の有効性 
本事業により、在宅歯科医療連携室が設置されている地域

において、訪問診療数の増加が見られた。 
（２）事業の効率性 
事業要綱の整備や説明により、一定の共通認識のもとで施

設整備を行い、事業の効率化が図られた。 
その他  

 
  



   

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【No. １２】小児等在宅医療連携拠点事業 【総事業費】 

4,484 千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医療的ケアを要する小児等が安心して在宅療養できるよ

う、医療・福祉・教育・行政等の関係者の連携体制の構築、

関係者の人材育成や患者・家族の負担軽減を図ることが必

要である。 

アウトカム指標：高齢者等が住み慣れた地域で最期まで生

活できるよう在宅医療と介護を一体的に提供する仕組みを

構築する。 

事業の内容（当初計画） 医療、福祉、教育、行政等の関係者及び患者家族等による

連絡協議会を定期的に開催し、小児等在宅医療の推進に係

る課題や対応等について検討する。 
小児患者の在宅医療に対応可能な医師や訪問看護師を確保

するため、県立小児医療センター及び群馬県看護協会が実

施する人材育成事業、及び群馬県看護協会が実施する電話

相談事業に対して補助する。 
また、医療、福祉、教育、行政等の関係者による連携体制

を構築するため、シンポジウム等を開催する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

・医師・訪問看護師向け研修開催：各１回 
・コールセンターの相談件数：３０件 
・多職種ワークショップの開催：１回 

アウトプット指標（達成

値） 

・医師・訪問看護師向け研修開催：各１回 
・コールセンターの相談件数：５件 
・多職種ワークショップの開催：１回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

（１）事業の有効性 
医療従事者等への研修及び、医療・福祉・教育・行政等の

関係者の連携を図るためのワークショップを実施すること

により、小児等在宅医療に対応できる人材を育成し、関係

者の連携体制の構築につなげることができ、有効であった。 
（２）事業の効率性 
県内の小児在宅医療について実績のあり、また、医療従事

者への研修にも実績のある県立小児医療センター及び群馬



   

 

県看護協会に人材育成研修を実施してもらうことで、開催

業務等効率化が図られた。 
その他  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【No.１３】訪問看護推進事業 

 

【総事業費】 
4,019 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県看護協会 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、増加が見込まれる在宅医療が必要な患者に対し、

必要な医療・介護サービスが提供できるよう、訪問看護の

提供体制の強化が求められている。 

アウトカム指標：高齢者等が住み慣れた地域で最期まで生

活できるよう在宅医療と介護を一体的に提供する仕組みを

構築する。 

事業の内容（当初計画） 在宅医療の推進には訪問看護による支援が重要であるこ

とから、訪問看護に従事する看護職員の育成及び資質の向

上を目的に、次の研修会を開催する。 
① 訪問看護研修（入門編） 
② 訪問看護研修（指導者編） 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

訪問看護に従事する看護職員の増加 

アウトプット指標（達成

値） 

訪問看護事業所数の増加 
１４６か所(H２６) → １６０か所(H２８) 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

訪問看護事業所数の増加 
（１）事業の有効性 
訪問看護に従事する看護職員が増え、質の高いサービス

を提供することにより、訪問看護を必要とする人が、必要

な量（回数）及び質のサービスを受けることができるよう

になる。 
（２）事業の効率性 
訪問看護事業数が増加することにより、より身近な場所

で訪問看護が受けられる。 
 

その他  

 
 



   

 

事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【No.１４】精神科訪問看護基本療養費算定

要件研修費補助 

【総事業費】 
600 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県訪問看護ステーション連絡協議会 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

精神科医療においては長期入院患者が問題となってお

り、地域で生活しながら医療を受けられるよう、サービス

の充実を図る必要がある。 

アウトカム指標：高齢者等が住み慣れた地域で最期まで生

活できるよう在宅医療と介護を一体的に提供する仕組みを

構築する。 

事業の内容（当初計画） 精神科訪問看護基本療養費の算定は当該研修の修了が必

要なことから当該研修に対する補助を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・精神科訪問看護を実施する訪問看護ステーション数の増

加（H26 年 3 月現在 約 40 か所） 

アウトプット指標（達成

値） 

訪問看護事業所数の増加 
１４６か所(H２６) → １６０か所(H２８) 
 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

精神科入院患者の平均在院日数の減少 

（１）事業の有効性 
訪問看護事業所が増加し、精神科訪問看護に携わる看護

職員が増えることで、入院中の精神疾患患者の退院が促進

される。 
（２）事業の効率性 
入院中の精神疾患患者の退院が促進される。 

 
 

その他  

 
 
 
 
 



   

 

 
事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【No.１５】地域包括ケア推進事業(在宅医

療・介護連携支援事業) 
【総事業費】 

11,871 千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 医療に係る県内職能団体等 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅での療養を望む人に対して、必要な医療・介護サービ

スを適切に提供していく体制の充実が必要。 

アウトカム指標：高齢者等が住み慣れた地域で最期まで生

活できるよう在宅医療と介護を一体的に提供する仕組みを

構築する。 

事業の内容（当初計画） ・渋川圏域において、都道府県医療介護連携調整実証事業

を実施。また、当該事業を他圏域に普及させるための研修

会等を実施 
・各保健医療圏における在宅医療・介護連携の拠点となる

郡市医師会等に対し、中学校単位での在宅医療・介護サー

ビス提供チームの試行的運用等に要する経費を補助する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

・各保健医療圏における在宅医療介護連携の拠点に関する

協議会組織化の推進 
・各保健医療圏における退院時調整ルールの策定率（２７

年度末１０圏域中１圏域） 

アウトプット指標（達成

値） 

・在宅医療・介護サービス提供チームの試行的運用等の補

助 ２件 
・退院時調整ルールの策定 県内１圏域 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

高齢者等が住み慣れた地域で最期まで生活できるよう在宅

医療と介護を一体的に提供する仕組みの構築へ向けた事業

の実施。 

（１）事業の有効性 
本事業により在宅医療介護連携の動きが活発化し、高齢

者等が住み慣れた地域で最期まで生活できるよう在宅医療

と介護を一体的に提供する仕組みづくりが進んだ。 
（２）事業の効率性 
事業者から事前に詳細な事業計画を徴したことで、目的

意識が明確化され、事業を効率的に推進できた。 
その他  



   

 

 
事業の区分 ２．居宅等における医療の提供に関する事業 
事業名 【No.１６】重症心身障害児（者）短期入所施

設設備整備費等補助 

【総事業費】 
4,000 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 短期入所施設（短期入所事業所の指定を受けている病院、

診療所、介護老人保健施設その他の施設） 
事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

在宅の重症心身障害児（者）の家族に対するレスパイトケ

アの提供体制の充実が必要。 

アウトカム指標：高齢者等が住み慣れた地域で最期まで生

活できるよう在宅医療と介護を一体的に提供する仕組みを

構築する。 

事業の内容（当初計画） 短期入所施設の設置者（新たに設置しようとする者を含

む。）が、重症心身障害児（者）の新たな受け入れ又は受け

入れの拡大のために行う設備整備、備品購入に要する費用

の一部を補助する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

・短期入所施設における重症心身障害児（者）の受け入れ

の増加 

アウトプット指標（達成

値） 

重症心身障害児（者）を受け入れる医療型短期入所事業所

数が増加（５→６） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 

（１）事業の有効性 
 設備備品の整備に対し補助を行うことで、開設の負担を

軽減することができ、医療型短期入所事業所が１か所増加

した。在宅の重症心身障害児（者）の家族に対するレスパ

イトケア提供体制の強化が図られた。 
（２）事業の効率性  
 契約手続については県の取扱いに準ずる方法で行うこと

を求め、効率化を図っている。 
その他  

 
 
 



   

事業の区分 ３．介護施設等の整備に関する事業  
事業名 【NO.1】 

群馬県介護施設等の整備に関する事業 

【総事業費】 
千円 

事業の対象となる区域 前橋保健医療圏、渋川保健医療圏、伊勢崎保健医療圏、高
崎・安中保健医療圏、富岡保健医療圏、吾妻保健医療圏、
桐生保健医療圏、太田・館林保健医療圏 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高齢者の誰もが住み慣れた地域で安心して暮らせる地域づ

くりを推進する。 

アウトカム指標：多様な福祉・介護サービス基盤の整備を

計画的に推進する。  

事業の内容（当初計画） ①地域密着型サービス施設等の整備に対する助成を行

う。 

整備予定施設等 

 地域密着型介護老人福祉施設           174 床 
 ケアハウス（定員 29 人以下）        20 床 
 小規模多機能型居宅介護事業所          18 床 
 認知症高齢者グループホーム            27 床 

 ②介護施設等の開設・設置に必要な準備経費に対して支 

援を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

地域包括ケアシステムの構築に向けて、第６期高齢者保健
福祉計画等において予定している地域密着型サービス施設
等の整備等を支援することにより、地域の実情に応じた介
護サービス提供体制の整備を促進する。 
・地域密着型介護老人福祉施設    H27 年度 174 床 
・ケアハウス（定員 29 人以下）          20 床 
・小規模多機能型居宅介護事業所         18 床 
・認知症高齢者グループホーム          27 床 

アウトプット指標（達成

値） 

地域の実情に応じた介護サービス提供体制の整備を促進し

た。 

・小規模多機能型居宅介護事業所 9 床 

・認知症高齢者グループホーム 18 床 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

多様な福祉・介護サービス基盤の整備を計画的に推進した。 

（１）事業の有効性 
 地域密着型サービス施設等の整備の促進により、高齢者

が地域において、安心して生活できる体制の構築が図られ

た。 
（２）事業の効率性 



   

1 
 

県補助金交付要綱に調達方法や手続について行政の取扱

いに準拠するよう定めることで一定の共通認識のもとで施

設整備を行い、調達の効率化が図られた。 
その他  

 



   

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.１７】地域医療支援センター運営事業 

 

【総事業費】 
42,500 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県、群馬大学医学部附属病院 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県においても医師不足や偏在化が顕著であり、小児科

や産科だけでなく、内科や外科などの診療科でも病院勤務

医師の不足が生じていることから、医師の確保及び定着が

喫緊の課題となっている。 

アウトカム指標：医療施設従事医師数（人口１０万人対）

233.6 人以上（目標年次 H30） 
事業の内容（当初計画） 群馬大学と連携して地域医療支援センターを運営し、地

域医療に従事する医師のキャリア形成や医師不足地域の医

師確保の支援等を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

地域医療支援センター運営（高校生・医学生セミナー 57

回、指導医養成講習会 2 回、地域医療連携協議会 2 回 

等） 

アウトプット指標（達成

値） 

地域医療支援センター運営（高校生・医学生セミナー 39

回、指導医養成講習会 2 回、地域医療連携協議会 2 回 

等） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

医療施設従事者数 

（１）事業の有効性 
 地域の医師確保やキャリア支援にかかる事業を実施し、

専任医師による個別支援など、地域医療を志す医学生や研

修医の支援として有効である。 
（２）事業の効率性 
 群馬大学へ事業の一部を委託することにより、学生への

緊密な支援や、専門知識を持った専任医師による効果的な

事業の運営ができる。 
その他  

 
 
 
 
 



   

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.１８】産科医師等確保支援事業 

 

【総事業費】 
53,662 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県、群馬大学医学部 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

産婦人科等の病院勤務医の不足はとりわけ深刻さを増

し、地域における分娩機能の維持に支障を来していること

から、医師の確保や質の向上が喫緊の課題となっている。 

アウトカム指標：医療施設従事医師数（人口 10 万人対）

233.6 人以上（目標年次 H30） 
事業の内容（当初計画） 分娩手当を支給している分娩施設への補助を実施するこ

とにより、分娩に従事する医師等の勤務環境の改善を行い、

産婦人科医等の確保を図る。 
併せて、周産期医療従事者育成支援として、群馬大学医

学部が開催する ALSO やセミナーの開催費を補助する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

分娩実績に応じた補助の実施 14 施設 

ALSO やセミナーの開催費補助 2 回 

アウトプット指標（達成

値） 

分娩手当補助対象施設 13 施設 

ALSO 開催費補助 1 回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

分娩施設数、産科医数 

（１）事業の有効性 
・過酷な就労環境で従事する産婦人科医等に対し、分娩手

当が支給される環境を整えることで、産婦人科医の就労環

境改善や産婦人科医の確保に繋がる。 
・高度な研修を受けることにより、産婦人科医が安心して

勤務できる環境を整えることができる。 
（２）事業の効率性 
 分娩手当という医師の直接利益となるものへ補助するこ

とで、効率的に医師の支援を行うことができる。 
その他  

 
 
 
 



   

 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.１９】女性医師等就労環境整備・保育

支援事業 
【総事業費】 

17,484 千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県医師会 
事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医師国家試験合格者に占める女性の割合は３割を超え、

若年層の女性医師が増加している。 

女性医師は出産や育児等により離職することも多く、い

ったん離職すると医療技術の進歩や知識の移り変わりなど

から復職が難しいため、離職防止や復職に向けた支援が課

題となっている。 

アウトカム指標：医療施設従事医師数（人口 10 万人対）

233.6 人以上（目標年次 H30） 
事業の内容（当初計画） 出産・育児及び離職後の再就業に不安を抱える女性医師

等を支援するため、相談員の設置や登録サポーターによる

子どもの預かりなどを行うことで、就労環境改善の取組を

支援する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

○群馬県医師会が運営する保育サポーターバンクの利用者

数の増加 登録医師数 85 名（H27 年 4 月末） 

実利用者数 48 名（H26 年度） 

アウトプット指標（達成

値） 

○群馬県医師会が運営する保育サポーターバンクの利用者

数の増加 登録医師数 107 名（H28 年 4 月末） 

実利用者数 59 名（H27 年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

 女性医師の離職防止、就労環境の整備 

（１）事業の有効性 
・仕事と育児を両立している医師を支援し、女性医師の離

職防止につなげることができた。 
・女性医師を構成員とした委員会を開催したことで、今後

の保育サポーターバンクの運営について、有益な意見を集

めることができた。 
（２）事業の効率性 
・群馬県医師会が実施する事業に支援することで、県内の

多数の勤務医を対象とした事業を行うことができた。 
その他  



   

 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.２０】ぐんまレジデントサポート推進 

 

【総事業費】 
9,930 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 
事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

本県においても医師の確保及び定着が喫緊の課題となっ

ている。 

アウトカム指標：医療施設従事医師数（人口 10 万人対）

233.6 人以上（目標年次 H30） 
事業の内容（当初計画） 研修医の県内への誘導・確保を図ることで、県内への定

着を促し、県内で従事する医師数の増加を図る。 
併せて、臨床研修病院への支援を行うことで、県内研修

体制の充実を図る。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

医学生向け説明会の開催 

医学生、研修医向けセミナーの開催 

アウトプット指標（達成

値） 

○医学生向け説明会の開催 

 合同ガイダンスの開催 1回、民間フェアへの出展 5回 

○医学生、研修医向けセミナーの開催 

 レジデントグランプリ、ケースカンファレンスの開催各 1

回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

マッチング数  

（１）事業の有効性 
・県内医学生向けに合同ガイダンスを開催するとともに、

東京等で開催された民間のフェアに出展することで、県内

の臨床研修病院の魅力をアピールし、初期臨床研修医の確

保につなげた。 
・セミナーの開催により、研修医の資質向上に努めるとも

に、医学生に対して、県内の研修医支援体制を周知するこ

とで、研修医の確保につなげた。 
（２）事業の効率性 
・大学及び臨床研修病院と連携して合同ガイダンスやセミ

ナーを開催したほか、民間事業者によるフェアを活用する

ことで、多数の学生に情報発信することができた。 
その他  



   

 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.２１】小児初期救急導入推進事業 

 

【総事業費】 
1,092 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 郡市医師会 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

少子化、小児救急の不採算性などにより、病院における小

児科の閉鎖や小児救急医療を担う医師が不足していること

から、基幹病院の小児科医の負担軽減が課題となっている。 
アウトカム指標： 

医療施設従事医師数（人口１０万人対）233.6 人以上（目標

年次 H30） 
事業の内容（当初計画） 小児初期救急に対応できる医療機関及び医師を確保する

ため、各地域の内科医を対象とした小児医療に関する研修

を実施する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

内科医の小児医療への参加 
月～土曜日の夜間診療を実施する休日・夜間急患センター

（７カ所→９カ所、目標年次 H29） 

アウトプット指標（達成

値） 

月～土曜日の夜間診療を実施する休日・夜間急患センター

数：７カ所（平成２７年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 

（１）事業の有効性 
内科医等の小児医療への参加により、小児科医の負担が

軽減された。 
（２）事業の効率性 
 各郡市医師会に委託して実施することで、効率的に研修

を開催することができた。 
その他  

 
  



   

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.２２】小児救急医療支援事業 

 

【総事業費】 
123,000 

千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県、小児二次救急医療を実施している病院 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

少子化、小児救急の不採算性などにより、病院における小

児科の閉鎖や小児救急医療を担う医師が不足していること

から、基幹病院の小児科医の負担軽減が課題となっている。 
アウトカム指標： 

医療施設従事医師数（人口１０万人対）233.6 人以上（目標

年次 H30） 
事業の内容（当初計画） 二次救急医療体制を維持するため、県内を４ブロックに

分け、小児科を標榜する病院が輪番を組むことにより、休

日・夜間における小児二次救急医療提供体制を整備する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

受入れ不能日（空白日）ゼロの維持 
 

アウトプット指標（達成

値） 

受入れ不能日（空白日）：ゼロ（平成２７年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 

（１）事業の有効性 
複数の医療機関による輪番制により、医師１人あたりの

当直回数が減少するなど、小児科医の負担が軽減された。 
（２）事業の効率性 
 県と実施機関とが単価契約を締結することにより、事業

実施にかかる手続を効率化している。 
その他  

 
  



   

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.２３】小児救急電話相談事業 

 

【総事業費】 
31,021 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

少子化、小児救急の不採算性などにより、病院における小

児科の閉鎖や小児救急医療を担う医師が不足していること

から、基幹病院の小児科医の負担軽減が課題となっている。 
アウトカム指標： 

医療施設従事医師数（人口１０万人対）233.6 人以上（目標

年次 H30） 
事業の内容（当初計画） 子育て中の親の不安軽減や症状に応じた適切な医療の受

診を促す相談・助言を行うため、休日夜間の小児救急電話

相談事業を実施する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

♯８０００（1 ヶ月当たり相談件数）２，５００件（目標年

次 H29） 

アウトプット指標（達成

値） 

♯８０００（1 ヶ月当たり相談件数）：２，０６８件（平成

２７年度） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 

（１）事業の有効性 
適正受診の普及により、特に休日夜間救急に携わる小児

科医の負担が軽減された。 
（２）事業の効率性 
民間の事業者に委託して実施することで、充実した相談

体制を効率的に確保することができた。 
その他  

 
 
 
 
 
 



   

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.２４】救急医療専門領域医師研修 

 

【総事業費】 
6,400 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ☑終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

全国的に救急搬送件数が増加傾向にあり、救急搬送先の決

定まで時間を要していることから、病床機能の分化の一環

として、二次救急病院等の受入体制を強化する必要がある。 

アウトカム指標： 

医療施設従事医師数（人口１０万人対）233.6 人以上（目標

年次 H30） 
事業の内容（当初計画） 救急医療に係る専門的な実地研修（急性心筋梗塞、小児

救急、重症外傷、脳卒中）を実施することにより、県内救

急医療体制の質の向上を図る。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

・救急搬送の受入れ困難事案の中には、「専門外」等の理由

で、二次救急医療機関が受け入れられないものが多いため、

二次救急医療機関等の医師等に救急医療領域の教育を行う

ことにより、専門外を理由にした受け入れ拒否を減少させ、

円滑な受入体制を確保する。 

アウトプット指標（達成

値） 

 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

 

（１）事業の有効性 
 医師等のスキルアップが図られたとともに、２次・３次

医療機関同士の顔の見える関係が築けた。 
（２）事業の効率性 
 前橋赤十字病院（３次医療機関）に委託して実施するこ

とで、専門的な研修を効率的に実施できた。 
その他  

 
 
 



   

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.２５】新人看護職員研修事業 

 

【総事業費】 
66,782 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 病院、群馬県看護協会等 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、在宅医療の推進等により看護職員への需要がます

ます高まる中、新人看護職員が基礎的な能力を養うための

研修を着実に実施することで、看護の質の向上と早期の離

職の防止を図ることが求められている。 

アウトカム指標： 

看護職員数の増加 Ｈ30 目標 24,542.1 人 

事業の内容（当初計画） 看護職員の慢性的な不足が見込まれていることから、新

人看護職員の即戦力としての資質向上や離職防止が課題と

なっており、新人看護職員研修の充実が重要となっている。 
このため、新人看護職員に対する臨床研修を実施し、看

護の質の向上及び早期離職防止を図る。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

補助対象施設の増加 

アウトプット指標（達成

値） 

補助対象施設 

Ｈ２６:５９施設 → Ｈ２７:５９施設  

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

看護職員数の増加 

（１）事業の有効性 
本事業を実施することにより、「新人看護職員研修ガイド

ライン」に沿った新人看護職員研修を着実に実施すること

ができ、新人看護師に対する支援の充実が図られる。 
（２）事業の効率性 
研修責任者や教育担当者等に対する研修を行うことで、

より効率的な新人看護職員研修を行うことができる。 
その他  

 
  



   

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.２６】看護職員資質向上推進事業 

 

【総事業費】 
21,981 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県看護協会、県民健康科学大学、群馬大学医学部附属

病院 
事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 29 年 3 月 31 日 

■継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高度化・専門化する医療や多様化するニーズに対応する

ため、高い専門性を有する看護職員の養成が求められてい

る。 

アウトカム指標： 

看護職員数の増加 H30 目標 24,542.1 人 

事業の内容（当初計画） 高度化・専門化する医療や多様化するニーズに対応した

看護サービスを提供するため、高い専門性を有する看護職

員の確保や資質の向上が課題となっている。 
現職の看護職員に対する資質向上研修を実施することに

より、看護職員の専門性の向上を図る。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

研修の実施回数及び参加者数の増加 
看護師等の離職率の低減（平成 25 年 8.6％） 

アウトプット指標（達成

値） 

看護師等の離職率の低減（平成 26 年 8.3％） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

看護職員数の増加 

（１）事業の有効性 
高度化・専門化する医療や多様化するニーズに対応した

看護サービスを提供するために、高い専門性を有する看護

職員の確保や資質の向上を図ることができる。 
（２）事業の効率性 
現職の看護職員に対する資質向上研修を実施することで

専門性の向上が図られた。 
その他  

 
  



   

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.２７】認定看護師研修設備初度整備費

補助 
【総事業費】 

12,000 千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 県内大学等 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

高度化・専門化する医療や多様化するニーズに対応した

看護サービスを提供するため、認定看護師等の高い専門性

を有する看護職員の確保が必要となる。 

 

アウトカム指標： 

看護職員数の増加 H30 目標 24,542.1 人 

事業の内容（当初計画） 県内に認定看護師養成課程を設置し、認定看護師の養成

を推進するため認定看護師養成課程を設置する大学等に対

する補助を実施する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

認定看護師数の増加（H29 222 人 30％増加） 
・H25 年 10 月現在 171 人 
・病院数（約 130 か所）、診療所数（約 1600 か所）、訪問

看護事業所数（約 120 か所）等を踏まえ、認定看護師数の

充実を図る。 

アウトプット指標（達成

値） 

認定看護師数の増加（平成 28 年 9 月 230 人）  
 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

認定看護師数の増加 
（１） 事業の有効性 
県内には認定看護師資格を取得するための研修施設がな

く、また資格取得には長期の研修を要し、研修期間中の身

分や給与保障等が重要であることから有効な支援となる。 
（２）事業の効率性 
県内看護系大学に研修プログラムを設置することによ

り、看護師がより研修を受けやすい環境が整う。 
 

その他  

 
  



   

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.２８】院内研修用設備整備事業 

 

【総事業費】 
20,000 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 病院 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

看護職員の慢性的な不足により、新人看護職員や復職し

た看護職員の即戦力としての役割が高まっており、勤務す

る医療機関での職場研修の充実が重要となっている。 
アウトカム指標： 

看護職員数の増加 H30 目標 24,542.1 人 

事業の内容（当初計画） 看護職員の慢性的な不足が見込まれていることから、新

人看護職員や復職した看護職員の即戦力としての役割が高

まっており、勤務する医療機関での職場研修の充実が重要

となっている。 
このため、院内研修等で使用する看護実習シミュレータ

ー等の設備整備の補助を実施することにより、病院に勤務

する看護職員の個々の看護技術の向上を図る。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

院内研修の実施病院数、実施回数及び参加者数の増加 
看護師等の離職率の減少（平成 25 年 8.6％） 

アウトプット指標（達成

値） 

看護師等の離職率の減少（平成 26 年 8.3％） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

看護師等の離職率の減少 

（１） 事業の有効性 
院内研修等で使用するための看護実習シミュレーター等

の設備整備の補助を実施することにより、病院に勤務する

看護職員の個々の実践的な看護技術の向上が図られる。 
（２） 事業の効率性 
勤務する病院における職場研修の充実が図られる。 

 
その他  

 
 



   

 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.２９】看護師等養成所運営費補助事業 

 

【総事業費】 
460,760 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 看護師等養成所 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後、在宅医療の推進等により看護師等への需要が増え

ていくことが予想されることから、看護師等養成所による

看護師等の確保が必要である。 

アウトカム指標： 

看護職員数の増加 H30 目標 24,542.1 人 

事業の内容（当初計画） 看護職員の慢性的な不足が見込まれていることから、看

護師等養成所による安定的で質の高い看護師の養成が重要

となっている。 
このため、看護師等養成所の運営費に対する補助を実施

することにより、看護師等養成所の安定的な運営及び教育

の質の維持・向上を図る。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

県内看護師等養成所定員の維持 
看護師等数の増加 

アウトプット指標（達成

値） 

県内看護師等養成所定員の維持 
（H27 824 人→H28 904 人） 
看護職員数の増加 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

看護職員数の増加 

（１）事業の有効性 
看護職員の慢性的な不足が見込まれていることから、看

護師等養成所による安定的で質の高い看護師の養成を行う

ことが必要であるため、看護師養成所の運営費に対する補

助を実施することにより、看護師等養成所の安定的な運営

及び教育の質の維持・向上を図ることができる。 
（２）事業の効率性 
看護師等養成所に補助を行うことで、より効率的な看護

師の養成が図られる。 
その他  

 



   

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.３０】勤務環境改善支援センター運営

事業 
【総事業費】 

1,200 千円 
事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

医師・看護師等医療従事者の勤務環境については、長時

間労働、深夜を含む交代制勤務等のさまざまな課題があり、

また、医療機関においては、質の高い医療サービスを安定

的に提供できる体制を整備することが必要となる。そのた

めには必要な人材の確保を図りながら、医療従事者にとっ

て安心して働ける環境を整備することが求められている。 

アウトカム指標：医療施設従事医師数（人口 10 万人対）

233.6 人以上（目標年次 H30） 
事業の内容（当初計画） 医師・看護職員等の確保のため、各医療機関の勤務環境

改善に向けた計画的な取組を総合的に支援する体制の構築

が課題となっている。 

 各医療機関のニーズに応じた専門家(アドバイザー)の派

遣、勤務環境改善計画を策定するための研修会の実施、地

区別の相談会の開催等、各医療機関による勤務環境改善に

向けた取組を支援する勤務環境改善支援センターの設置・

運営を行う。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

勤務環境改善計画を策定する医療機関の増加 

アウトプット指標（達成

値） 

勤務環境改善計画策定医療機関の増 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

勤務環境改善計画を策定する医療機関の増加 

（１） 事業の有効性 
医師・看護職員等の確保のため、各医療機関のニーズに

応じた専門家(アドバイザー)による相談や勤務環境改善計

画を策定するための研修会の実施等を行うことにより、各

医療機関の勤務環境改善に向けた計画的な取組を総合的に

支援する体制の整備を行う。 



   

 

（２） 事業の効率性 
センターの事務局を県に置き、窓口を一本化することで、

各医療機関からの利便性の向上が図られた。 
その他  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.３１】院内保育施設運営費補助事業 

 

【総事業費】 
131,979 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 病院 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

若い医師・看護師等の医療従事者が勤務する上で、保育

の需要は高く、離職の防止や再就業の促進において必要性

が高い。 

アウトカム指標：医療施設従事医師数（人口 10 万人対）

233.6 人以上（目標年次 H30） 
事業の内容（当初計画） 医療従事者の離職防止及び再就業促進を図るため、病院

内保育施設の充実が必要となっていることから、病院内保

育施設の運営費の補助を実施することにより、病院内保育

施設の安定的な運営を支援する。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

病院内保育施設の運営費補助対象施設の増加 

アウトプット指標（達成

値） 

補助対象施設（Ｈ２６：２７施設 → Ｈ２７：２６施設 ） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標： 

医療従事者の確保を図る。 
医療施設従事医師数 Ｈ26 218.9 人（人口 10 万人対） 

（１）事業の有効性 
病院及び診療所に従事する職員のために病院内保育施設

を運営する事業について助成することで、医療従事者の離

職防止や再就業の促進が図られる。 
（２） 事業の効率性 
病院内保育施設が増えることにより、医療従事者が利用

しやすい環境が整う。 
 

その他  

 
 
 
 



   

 

事業の区分 ４．医療従事者の確保に関する事業 
事業名 【No.３２】ナースセンター事業 

 

【総事業費】 
21,015 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県看護協会 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 28 年 3 月 31 日 

□継続 ／ ■終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

今後の在宅医療の推進等により不足が見込まれる看護職

員について、資質の向上を図ると伴に積極的に確保してい

くことが必要である。 

アウトカム指標： 

看護職員数の増加 H30 目標 24,542.1 人 

事業の内容（当初計画） 看護師等の就業の促進及び確保を図る事業を行うため、

県看護協会をナースセンターに指定し、業務を委託してい

る。 
事業内容は、無料職業紹介事業、看護力再開発講習会の

開催、就労環境改善研修や潜在看護職員復職支援研修等を

行っている。 

平成２７年１０月から始まる看護師等届出制度及びナー

スセンターの機能強化に向けた取り組みとして、新たにナ

ースセンターのサテライト展開や新人看護職員研修公開講

座等も行うこととしている。 
アウトプット指標（当初

の目標値） 

看護師等数の増加 
看護師等の離職率の低減 

アウトプット指標（達成

値） 

看護職員数の増加 
 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1年以内のアウトカム指標：  

看護師職員数の増加 

（１）事業の有効性 
看護職員の就業の促進や確保を図るため、県看護協会を

ナースセンターに指定する必要がある。 
（２）事業の効率性 
県看護協会で一元的に行うことにより、より効率的な運

営ができる。 
その他  

 



   

 
事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）基盤整備 

（中項目）基盤整備 

（小項目）介護人材確保対策連携強化事業（協議会設置等） 

事業名 【NO.１】介護人材確保対策会議 
  

【総事業費】 
600 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） 本県における介護人材確保対策を検討・推進するため、介

護関係団体や関係行政機関等を構成員とする介護人材確保

対策会議において、情報を共有し、緊密な連携を図る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

会議の開催回数 ２回 

介護人材確保対策の総合的な推進 

アウトプット指標（達成

値） 

会議の開催回数 １回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの縮

小。 

（１）事業の有効性 
関係機関の協議及び情報交換の場として機能している。 

（２）事業の効率性 
 構成員が概ね重複する「介護労働懇談会」と同時開催とし

たことで、効率的な運営ができたと考えている。 
その他  

 
 



   

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕

事の理解促進事業 

事業名 【No.２】介護の魅力発信事業 
 

【総事業費】 
8,883 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） ○介護の仕事ＰＲ 

介護の魅力を発信するため、介護関係団体や介護福祉士

養成施設等と協働したイベントの開催等を行う。 

○児童・生徒向けパンフレットの作成 

介護の仕事や介護の魅力等を紹介するとともに、介護職

員に対して明るく親しみやすい印象を持ってもらうために

児童・生徒向けパンフレット（副教材）を作成し、県内の小

５・中１・高１全てに配布する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・介護の魅力の幅広な発信（介護の仕事ＰＲイベントの開

催箇所数２箇所、児童・生徒向けパンフレット配布数６２,

０００部） 

アウトプット指標（達成

値） 

○介護の仕事ＰＲイベントの開催：２個所 

○児童・生徒向けパンフレットの作成・配布：59,545 部 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの縮

小。 

（１）事業の有効性 
県内の小中高生及び地域住民の方に介護職の魅力を紹介

（発信）することができた。 
（２）事業の効率性 
 介護の仕事ＰＲイベントについて、介護福祉士養成校と

タイアップして実施したため、効率的な執行ができた。 
その他  



   

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕

事の理解促進事業 

事業名 【No.３】介護への理解促進事業 
     

【総事業費】 
30,258 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 介護福祉士養成校、介護福祉士養成校協議会、介護労働安定

センター、老人保健施設協会等 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） ○介護人材参入促進事業 

介護福祉士養成校が行う介護の魅力を発信する取組及び

介護や介護の仕事への理解を促進する取組等を支援する。 

○介護職員確保事業補助 

介護事業者団体等が行う介護の魅力を発信する取組及び

介護や介護の仕事への理解を促進する取組等を支援する。 

○介護への理解促進事業 

介護関係団体や介護事業者等が行う介護の魅力を発信す

る取組及び介護や介護の仕事への理解を促進する取組等を

支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・介護や介護の仕事への理解促進（事業実施件数１９件） 

アウトプット指標（達成

値） 

・事業実施件数：9件 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの縮

小。 

（１）事業の有効性 
現役の介護職員等が中学、高校に訪問し、介護現場での介

護や介護の仕事の魅力を紹介したことで、生徒 5,959 名に

対して介護の理解促進を図ることができた。 
（２）事業の効率性 
 介護サービス事業者団体が実施主体のため、全県的に実

施し、効率的に参入・理解促進を図ることができた。 
その他  



   

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）若者・女性・高年齢者など多様な世代を対象と

した介護の職場体験事業 

事業名 【No.４】介護の職場体験事業 
  

【総事業費】 
12,056 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 介護事業者団体等 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） ○介護未経験者等講習支援 

若者・女性・高年齢者など多様な介護未経験者等に向け

て介護事業者団体等が行う職場体験を含む研修等の支援

や、定住外国人や中高齢者等の介護職場への参入を促す事

業を実施する。 

○介護の職場体験事業 

 若者・女性・高年齢者など多様な介護未経験者等に向けて

介護関係団体等が行う職場体験を含む研修等を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・介護の職場体験による参入促進（事業実施件数９件） 

アウトプット指標（達成

値） 

○事業実施件数：４件（２５名） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの縮

小。 

（１）事業の有効性 
介護未経験者が職場体験を含む研修等を受講することに

より、介護業界への就業が期待できる。 
（２）事業の効率性 
 本事業の実施主体は、介護サービス事業者団体であった

め、全県で実施するなど事業の効率化が図られた。 
その他  

 



   

 
事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）地域住民や学校の生徒に対する介護や介護の仕

事の理解促進事業 

事業名 【No.５】福祉マンパワーセンター事業（福

祉・介護の仕事イメージアップ事業） 

【総事業費】 
885 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） 福祉・介護人材の養成校や福祉課程のある高校等への出

前講座及び出張説明会や、求職者を対象とした社会福祉施

設等の見学バスツアーを実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・講座、出張説明会参加者 900 名（昨年度比 10％増） 
・施設見学バスツアー 30 名（新規） 

アウトプット指標（達成

値） 

・講座、出張説明会参加者 874 名 
・施設見学バスツアー 18 名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの縮

小。 

（１）事業の有効性 
小中学生を含む学生のうちから福祉分野の魅力を知るこ

とで、関心を高め、進路選択に繋げ、福祉分野を支える人材

の裾野の拡大が図られている。 
（２）事業の効率性 
 県社協の福祉バスの閑散期を利用して福祉介護職場見学

バスツアーを行うなど、事業の効率化が図られている。 
その他  

 
 



   

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）参入促進 

（中項目）介護人材の「すそ野の拡大」 

（小項目）助け合いによる生活支援の担い手の養成事業 

事業名 【No.６】生活支援の担い手養成事業 
 

【総事業費】 
3,316 千円 

事業の対象となる区域 伊勢崎 

事業の実施主体 伊勢崎市の地域包括ケアを考える会・伊勢崎佐波医師会 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） 新しい総合事業で実施される基準を緩和した訪問型・通

所型サービスの従事者養成研修（介護予防サポーター、認知

症サポーター、ボランティア、NPO などを対象に、リハビリ

テーションの専門職が講師となり、リハビリテーションの

視点から、活動の中心となる担い手の育成・自主グループの

立ち上げ支援・スキルアップのための研修）を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・区域内における生活支援の担い手の養成（受講者 80 名

予定） 
・他の区域で実施する際の参考事例となる 

アウトプット指標（達成

値） 

生活支援の担い手の養成のための研修  
15 回 参加者 延べ 380 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの縮

小。 

（１）事業の有効性 
研修会の開催により、新しい総合事業の担い手が養成さ

れ、生活援助に特化した訪問型サービスの導入に向けた準

備が進められた。（平成 28 年度に導入予定） 
（２）事業の効率性 
 各市町村によって新しい総合事業の進捗状況は、様々で

あり、市町村が有する地域資源や取組状況に応じて、効果的

な事業展開が図られた。 
その他  



   

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）参入促進 

（中項目）参入促進のための研修支援 

（小項目）介護福祉士養成課程に係る介護実習支援事業 

事業名 【No.７】介護実習支援事業 
 

【総事業費】 
750 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 介護福祉士会 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） 介護関係団体や介護事業者等が介護実習受入施設・事業

所に対して介護実習の円滑化のために行う取組等を支援す

る。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・実施件数 １件 

・介護実習の円滑化 

アウトプット指標（達成

値） 

 介護実習の円滑化に資する取り組みを支援（1件） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの縮

小。 

（１）事業の有効性 
介護実習指導者講習修了者に対して、フォローアップ研

修を実施し、介護実習の円滑化を行うことができた。 
（２）事業の効率性 
 本事業の実施主体は介護福祉士会であったため、全県の

実習指導者を対象にするなど効率的に実施することができ

た。 
その他  

 
 



   

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）参入促進 

（中項目）地域のマッチング機能強化 

（小項目）多様な介護人材層（若者・女性・高齢者）に応じ

たマッチング機能強化事業 

事業名 【No.８】マッチング機能強化事業 
  

【総事業費】 
71,538 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） ○専門相談員による就業支援 

県福祉人材センターに介護職に特化した専門相談員を配

置し、介護職等のＰＲや求人情報の提供、マッチング等を

行う。 

○福祉・介護人材マッチング機能強化事業 
専門員による求職者及び求人事業者に対する相談支援及

び入職後のフォローアップ相談等を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・専門相談員のマッチングによる就職者数 ６０人 

・目標相談件数１，４００件（昨年度比１0％増） 

アウトプット指標（達成

値） 

・専門相談員のマッチングによる就業者数：１３９人 

・相談件数１，２２６件 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの縮

小。 

（１）事業の有効性 
 介護職に特化した専門相談員を配置していることによ

り、円滑なマッチングが図られた。 
また、景気の回復により求職者が他産業へ流れる中、紹介

件数に対する就職率８８％と、少ない求職者を着実に就職

へと繋げるマッチング機能の強化が図られている。 
（２）事業の効率性 
 福祉分野に精通した者を専門相談員としたため、円滑な



   

マッチングが図られるなど事業を効率的に執行することが

できた。 
また、ハローワークの求人情報の活用をはじめとして、関

係機関との密接な連携により事業の効率化が図られてい

る。 
その他  

 



   

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ

研修支援事業 

事業名 【No.９】介護支援専門員資質向上事業 
 

【総事業費】 
27,435 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） 現に介護支援専門員としての実務に携わっている者で実

務就業後１年未満の者を対象に、「群馬県介護支援専門員実

務研修等事業実施要綱」に基づき３３時間を目安に講義・

演習を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・介護支援専門員として一定の実務を経験した後に実務従

事者として必要な技術・技能の研鑽を図ることで、介護支

援専門員の実務能力の向上を図る。 

アウトプット指標（達成

値） 

新任期の介護支援専門員91名が介護支援専門員基礎研修

を修了した。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの

縮小。 

（１）事業の有効性 
経験の浅い介護支援専門員が実務従事者として必要な技

術・技能を修得することができた。 
（２）事業の効率性 
受講対象者を新任期の者に絞ることにより、介護支援専

門員に必要な基礎的知識を効率的に学習する機会となっ

た。 
その他  

 



   

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ

研修支援事業 

事業名 【No.１０】介護人材キャリアアップ研修

支援事業 

【総事業費】 
41,999 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 介護事業者団体、介護福祉士養成施設等 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） ○現任介護職員キャリアアップ支援 

介護事業者団体や介護福祉士養成施設等が行う介護人材

のキャリアアップのための研修やその受講者の負担軽減の

取組等を支援する。 

○介護人材キャリアアップ研修支援事業 
 介護関係団体や介護事業者等が行う介護人材のキャリア

アップのための研修やその受講者の負担軽減の取組等を支

援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・介護職員のキャリアアップの推進（事業実施件数２５件） 

アウトプット指標（達成

値） 

・事業実施件数：２４件 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの縮

小。 

（１）事業の有効性 
本事業により、１，５８３名がキャリアアップに資する研

修を受講し、キャリアアップが図られた。 
（２）事業の効率性 
 介護福祉士養成施設及び介護サービス事業者団体が実施

主体であるため、全県を対象とした取り組みができ効率的

に事業実施が行えた。 
その他  



   

 
事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ

研修支援事業 

事業名 【No.１１】ぐんま認定介護福祉士養成事業 

  

【総事業費】 
9,225 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） 介護福祉士の意欲向上と職場定着を図るための研修。180

時間（17 日間）の研修及び認定試験を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・ぐんま認定介護福祉士 平成 26 年度までに５００人養成 
・平成 27 年度からは各年６０人養成 

アウトプット指標（達成

値） 

平成 27 年度末までの認定者 572 名。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの

縮小。 

（１）事業の有効性 
認定者が 503 名から 572 名に増加し、事業所におけるリ

ーダーの育成が推進された。 
（２）事業の効率性 
 県で研修を実施することにより、効率化が図れている。 

その他  

 



   

 
事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ

研修支援事業 

事業名 【No.１２】介護知識・技術普及啓発事業 
  

【総事業費】 
8,965 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） 施設職員や県民を対象に、介護技術スキルアップ、介護

支援技術、認知症介護スキルアップ、人材育成の分野に関

する計１２講座を開催し、高齢者ケアに関する専門的な能

力・技術の向上を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・施設職員の介護知識、技術のレベルアップ支援 
・県民の介護知識や技術を身につけるための支援 

アウトプット指標（達成

値） 

受講定員 870 名に対して 915 名の受講者があった。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの

縮小。 

（１）事業の有効性 
研修の修了者が増加し、施設職員等の介護知識及び技術

の向上につながった。 
（２）事業の効率性 
 県で介護人材育成の研修を実施することにより、効率化

が図れている。 
 

その他  

 
 



   

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）資質の向上 

（中項目）キャリアアップ研修の支援 

（小項目）多様な人材層に対する介護人材キャリアアップ

研修支援事業 

事業名 【No.１３】喀痰吸引等研修事業 
  

【総事業費】 
10,514 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） ○指導者講習 
介護職員が喀痰吸引等を実施するために受講することが

必要な研修（基本研修・実地研修）の講師を養成する。 
喀痰吸引等制度論、喀痰吸引等研修総論、喀痰吸引等実施

手順解説、 

経管栄養概説、経管栄養実施手順解説、救急蘇生法、実地

研修の体制整備 

○第三号研修 

特定の利用者に対して喀痰吸引等の行為を行うことができ

る人材を養成するため、喀痰吸引等研修（第三号研修）を実

施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・第一号・第二号研修における基本研修の講師養成及び実

地研修の実施先である施設・事業所の指導者養成の推進 
・第三号研修の実地研修受講者数７５人 

アウトプット指標（達成

値） 

・第一号・第二号研修の平成 27 年度喀痰吸引等指導者養成

講習 119 人受講。指導者が 416 人から 535 人に増加した。 

・第三号研修の実地研修受講者数３３人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの縮

小。 

（１）事業の有効性 
本事業により喀痰吸引等研修の修了者が増加し、介護職



   

員等による喀痰吸引等の提供体制の強化されたことによ

り、障害者及び高齢者の医療的ケアのニーズへの対応が図

られた。 
（２）事業の効率性 
 県で講習会を開催することにより、指導者養成の効率化

が図れている。また、基本的に当該障害者及び高齢者を担当

している看護師が研修指導者となることにより、その後の

業務連携の円滑化が図られている。 
その他  

 



   

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）資質の向上 

（中項目）研修代替要員の確保支援 

（小項目）各種研修に係る代替要員の確保対策事業 

事業名 【No.１４】代替職員の確保による実務者研

修等支援 

【総事業費】 
27,000 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） 介護事業者が介護職員等に実務者研修等を受講させる場

合、研修を受講している期間に関する必要な代替職員を派

遣する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・代替職員派遣事業所数 １０事業所 

・介護職員のスキルアップの推進 

アウトプット指標（達成

値） 

○代替職員派遣事業所数：５事業所 

○介護職員のスキルアップの推進：２６の研修受講を可能

とした。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの縮

小。 

（１）事業の有効性 
本事業により２６の研修受講を可能とし、介護職員のス

キルアップの推進が図られた。一方で、人材派遣会社におい

て、代替職員として派遣することができる派遣社員が十分

確保することができず、当初の目標値まで至らなかった。 
（２）事業の効率性 
 委託業者の採択に当たり、公募型の調達方法を採用した

ため、より良い委託業者を採択することを可能とした。  
その他  

 
 



   

 
事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）資質の向上 

（中項目）潜在有資格者の再就業促進 

（小項目）潜在介護福祉士の再就業促進事業 

事業名 【No.１５】潜在介護福祉士の再就業促進事

業 

【総事業費】 
6,192 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 介護事業者等 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） 介護関係団体や介護事業者等が行う潜在介護福祉士に対

する円滑な再就業のための取組等を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・実施件数 ３件 

・潜在介護福祉士の再就業の促進 

アウトプット指標（達成

値） 

○実施件数：０件 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの縮

小。 

（１）事業の有効性 
潜在介護福祉士が円滑に再就業するためには有効な事業

と考えているが、本事業を実施する団体がなかった。 
（２）事業の効率性 
 本事業を実施する団体がなかったため、効果的な実施方

法を検討する必要がある。 
その他  

 
 



   

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事

業 

事業名 【No.１６】認知症高齢者指導対策 
  

【総事業費】 
7,206 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） ○認知症サポート医養成研修 

市町村が実施する「認知症初期集中支援チーム」には、

サポート医が必須となることから、引き続き医師会推薦の

医師をサポート医として養成する。 

○かかりつけ医認知症対応力向上研修 
県内で勤務している医師等を対象に、標準的なカリキュ

ラムに基づき、かかりつけ医として必要な認知症診断の知

識や技術、家族からの話しや悩みを聞く姿勢を習得するた

めの研修を開催する。 
○認知症サポート医フォローアップ研修 
認知症サポート医養成研修を修了した医師を対象に、地

域における医療と介護が一体となった認知症の人への支援

体制の構築という、認知症サポート医の役割を適切に果た

すための研修を開催する。 
○病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 
県内の病院で勤務する医師、看護師等を対象に、標準的

なカリキュラムに基づき、病院勤務の医療従事者として必

要な認知症ケアの原則等の知識を修得するための研修会を

開催する。 

○歯科医師・薬剤師・看護師認知症対応力向上研修 

 認知症高齢者との関わりの多い職種に対する認知症対応

力向上研修を実施する。 



   

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・認知症サポート医養成研修 今年度養成数１０人 
・かかりつけ医認知症対応力向上研修 今年度受講者数１

００人 
・認知症サポート医フォローアップ研修 今年度受講者数

１００人 
・病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修 実施

箇所数２箇所（受講者数は１箇所１００人） 
・歯科医師・薬剤師・看護師認知症対応力向上研修 各１

回開催 

アウトプット指標（達成

値） 

・認知症サポート医養成 １０人養成 

・かかりつけ医認知症対応力向上研修 ７７名受講 

・認知症サポート医フォローアップ研修 ７０名受講 

・病院勤務の医療従事者向け認知症対応力向上研修（実施

せず） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの

縮小。 

（１）事業の有効性 
認知症に関する専門的知識を有する認知症サポート医の

養成が進んだほか、患者にとって身近な存在であるかかり

つけ医の認知症に対する理解が促進された。 
（２）事業の効率性 
 認知症サポート医養成にあたって、群馬県医師会と連携

して地域バランスを考慮して受講者を選考した結果、県全

体として人口に対する認知症サポート医の配置数の地域偏

在が改善された。 
その他  

 
 



   

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事

業 

事業名 【No.１７】認知症初期集中支援チーム員研

修事業 

【総事業費】 
1,900 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） 認知症初期集中支援チーム員に対して、必要な知識や技

術を取得するための研修を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・チーム員派遣市町村数 10 市町村（平成 26 年度未実施の

市町村 33 箇所のうち約 1/3） 

アウトプット指標（達成

値） 

・チーム員派遣市町村数 ５市町９名 

 ※配置年度の関係上、基金事業対象は１市３名 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの

縮小。 

（１）事業の有効性 
認知症初期集中支援チーム員が活動を行う上で受講が義

務づけられている研修への受講が進んだことにより、チー

ムの活動が促進された。 
（２）事業の効率性 
 県内市町の受講料負担の一部を県で一括して行うことに

より、受講に係る事務負担の効率化が図られた。 
その他  

 



   

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）認知症ケアに携わる人材の育成のための研修事

業 

事業名 【No.１８】認知症ケア研修事業 
  

【総事業費】 
34,081 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県又は認知症ケアに関わる団体等 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） ○認知症ケア研修事業 

認知症地域支援推進員や医師・介護職員等に対して、認

知症ケア等に必要な知識や技術を習得するための研修等を

実施する。 

○認知症介護指導者養成事業 

介護施設・事業所の職員を対象に、認知症対応型サービ

ス事業開設者研修、小規模多機能型サービス等計画作成担

当者研修等を開催し、認知症介護の人材を育成する。 

認知症介護指導者に対し、最新の認知症介護に関する高度

な専門的知識等の習得と教育技術の向上ための認知症介護

指導者フォローアップ研修参加の支援を行う。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・実施件数 ７件 

・認知症ケアに携わる人材の育成 

アウトプット指標（達成

値） 

○認知症ケア研修事業 

・認知症地域支援推進員養成研修派遣数 ４市町３２名 

・身体拘束廃止に向けた研修会の開催 １件 

○認知症介護指導者養成事業 

・研修実施 19 回、1,111 人受講。 

・認知症介護指導者 1名がフォローアップ研修に参加。 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの縮

小。 



   

（１）事業の有効性 
認知症地域支援推進員の研修受講及び介護施設における

身体拘束廃止に向けた取組が推進された。 
認知症指導者の育成と、介護現場における認知症の知識

及び技術の普及を図ることができた。 
（２）事業の効率性 
 認知症地域支援推進員の研修受講に係る事務負担の効率

化が図られた。また、身体拘束廃止に関する研修に関しては

適当と認められる団体に委託し、その他の研修については

県直営で実施したことにより、効率的な実施が図られた。 
その他  

 



   

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・

資質向上事業 

事業名 【No.１９】地域包括支援センター機能強化

推進事業 

【総事業費】 
19,549 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県、市町村、看護大学等 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） ○専門職派遣事業 

市町村単独では確保が困難な専門職を派遣し、「地域ケ

ア会議」における助言等を行い、地域包括支援センターの

機能強化を図る。 

○広域的地域ケア会議 

市町村・地域支援センターで実施している「地域ケア会

議」の取り組み推進及びレベルの向上を図るため、関係者

で検討を行う。 

○研修 

地域包括支援センターの指導者及び職員の資質の向上を

図るため以下の研修を開催する。 

・地域包括支援センター指導者研修 

・地域包括支援センター職員研修（委託） 

・介護予防支援従事者研修 

○在宅医療介護人材育成事業 

 地域包括支援センターの機能強化に向け、在宅医療・介護

連携推進のための多職種の地域リーダーを主体とする在宅

医療介護人材育成研修を県内各地域で行う。 

○医療介護連携調整支援 

 地域包括支援センター職員及び医療介護関係者が参画す

る退院調整ルールの策定を通じ、医療と介護の連携を図る。 

○在宅医療介護連携調査・研究 



   

 地域包括支援センター等の政策立案機能の向上のため、

在宅医療介護サービスの推進に資する情報収集、調査及び

課題の分析を実施する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・県内の全市町村での「地域ケア会議」の開催 
・地域包括支援センターの指導者及び職員の資質向上 
・在宅医療介護人材の育成・資質向上 

アウトプット指標（達成

値） 

地域ケア会議の開催回数 517 回（31 市町村実施） 

専門職派遣事 20 回 

地域包括支援センターの機能向上のための研修の開催 

 ３件（延べ７日間）、出席者 延べ 467 人 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの縮

小。 

（１）事業の有効性 
地域ケア会議が年間 517 回開催されるなど、地域包括支

援センターの機能強化が図られた。（平成 26 年度は開催数

未把握） 
また、市町村・地域包括支援センターを対象とした研修に

より、新しい総合事業への円滑な移行や介護予防ケアマネ

ジメントの能力の向上が図られた。 
（２）事業の効率性 
県で研修会等を開催することにより、地域包括支援セン

ターの機能強化を効率的に行うことができた。 
その他  

 
 



   

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資

質向上事業 

事業名 【No.２０】生活支援コーディネーター養成

研修事業 

【総事業費】 
14,359 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） 市町村等からの協議体の編成や生活支援コーディネータ

ーの選定に関する相談（窓口・現地）応需、コーディネータ

ー養成研修の開催、協議体・生活支援コーディネーターの活

動開始後の相談応需等を実施することにより、市町村の生

活支援体制整備を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・生活支援コーディネーター養成（受講者 100 名予定） 
・市町村の生活支援体制整備に対する総合的な支援 

アウトプット指標（達成

値） 

・生活支援コーディネーター養成研修 

 受講者 126 名、修了書交付 40 名  

・市町村の生活支援体制整備に対する総合的な支援 

 中央研修修了者による派遣回数 56 回 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの縮

小。 

（１）事業の有効性 
生活支援コーディネーター養成研修に 126 名が参加し、

生活支援体制整備事業が必要となる背景や事業概要につい

ての普及が進むとともに、40 人のコーディネーター候補者

を養成できた。 

中央研修修了者が、市町村の生活支援体制整備事業に係

る協議体の設置等を総合的に支援し、事業の円滑な運営が

図られた。 



   

1 
 

（２）事業の効率性 
県で、市町村の相談支援の窓口を設けるとともに、研修会

を開催することにより、市町村への生活支援体制整備事業

の支援が効率的に実施できた。 
その他  

 
 



   

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）地域包括ケアシステム構築に資する人材育成・資

質向上事業 

事業名 【No.２１】地域包括ケア構築のための人材

育成事業 

【総事業費】 
1,322 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） 地域包括支援センター職員を対象とした研修の開催 

 内容（予定）：これからの地域包括ケア、在宅医療介護連

携について、認知症予防の最新情報、相談援助演習、権利擁

護関係 等 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・地域包括支援センターの指導者及び職員の資質向上 

アウトプット指標（達成

値） 

地域包括支援センターの機能向上のための研修の開催 

 ３回 参加者 延べ 246 人  

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの縮

小。 

（１）事業の有効性 
研修の開催により、地域包括支援センターの職員の資質

の向上が図られた。また、地域包括支援センター・居宅介護

支援事業所・介護予防サービス事業所の職員のネットワー

クづくりにより、地域包括支援センターの機能向上が図ら

れた。 
（２）事業の効率性 
地域包括支援センターを中心として、地域における介護

予防に係る事業所間のネットワークが効率的に構築され

た。 
その他  



   

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）権利擁護人材育成事業 

事業名 【No.２２】権利擁護人材育成事業 
  

【総事業費】 
7,914 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 市町村 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） 市民後見人養成研修の受講、活動中の市民後見人に対す

る支援体制の整備検討、候補者が家裁から選定されるまで

の資質の向上や意欲の向上を図るためのフォローアップ研

修の開催、受任適否・候補者選考を行う受任調整会議の開

催、成年後見制度や市民後見人の役割を紹介する講演会（市

民向けセミナー）等の開催 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・市民後見人の養成 
・市民後見人等の資質の向上 

アウトプット指標（達成

値） 

市民後見人の新規養成 修了者 ７人(１市) 

市民後見人を対象としたフォローアップ研修・セミナーの

開催  ５回、出席者 延べ 356 名（２市町） 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの縮

小。 

（１）事業の有効性 
市民後見人の養成研修の研修修了者が、40 人から 47 人に

増加した。また、市民後見人の研修修了者の資質の向上が図

られるとともに、一般市民を含めたセミナーの開催により、

高齢社会における成年後見制度の重要性と市民後見の必要

性について普及が図られた。 
（２）事業の効率性 
各市町村によって、市民後見の取組状況は様々であり、市

町村の取組状況に応じて効率的な事業展開が図られた。 
その他  



   

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）資質の向上 

（中項目）地域包括ケア構築のための広域的人材養成 

（小項目）介護予防の推進に資するＯＴ，ＰＴ，ＳＴ指導者

育成事業 

事業名 【No.２３】介護予防の推進のための指導者

育成事業 

【総事業費】 
7,044 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 理学療法士協会、作業療法士会等 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） 市町村に対し地域包括ケアシステムにおけるリハ専門職

の役割などを調査、介護予防及び地域ケア会議に資するリ

ハ専門職を育成するための研修の開催、研修修了者をデー

タベース化し市町村への人材派遣体制を構築。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・介護予防及び地域ケア会議に資するリハ専門職の育成

（受講予定 800 人） 
・市町村への人材派遣体制の構築 

アウトプット指標（達成

値） 

・介護予防及び地域ケア会議に資するリハ専門職の育成の

ための研修の開催 12 回、参加者 延べ 705 人 

・市町村への人材派遣体制の構築に向けた検討を行った。 
事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの縮

小。 

（１）事業の有効性 
リハ専門職が、介護予防及び地域ケア会議の開催に必要

な知識及び技術を取得することにより、住民主体の通いの

場（介護予防）の推進や地域ケア会議の開催をつうじて、地

域包括ケアの推進が図られた。 
（２）事業の効率性 
リハビリ専門団体に研修の開催を委託することにより、

専門性が高い研修を効率的に実施することができた。 
その他  



   

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）人材育成力の強化 

（小項目）新人介護職員に対するエルダー、メンター制度等

導入支援事業 

事業名 【No.２４】新人介護職員定着のための取組

支援事業 

【総事業費】 
3,000 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 介護福祉士会 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） 介護関係団体や介護事業者等が行う新人介護職員定着の

ための取組支援を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・実施件数 １件 

・新人介護職員の職場への定着 

アウトプット指標（達成

値） 

・実施件数：１件 ６６名受講 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの縮

小。 

（１）事業の有効性 
参加者全員が離職せずに参加でき、職場への定着が図ら

れた。 
（２）事業の効率性 
 本事業の実施主体は介護福祉士会であるため、全県の新

人介護職員を対象とし、効率的に実施することができた。 
その他  

 



   

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事

業 

事業名 【No.２５】福祉マンパワーセンター事業

（福祉・介護人材定着支援セミナー事業） 

【総事業費】 
630 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） 求人事業者を対象とした人材定着に資する先進事例等の

講演会の実施 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・アンケートによる参加者満足度の改善を図る。参考にな

った８０％の獲得。（昨年度７４％） 

アウトプット指標（達成

値） 

・アンケートによる参加者満足度 参考になった８８％ 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの縮

小。 

（１）事業の有効性 
就職面接会「福祉ハートフルフェア」の準備にあわせて、

採用活動の段階から取り組む定着支援セミナーを実施する

ことで、人材の確保・定着が図られている。 
（２）事業の効率性 
 セミナーの成果を就職面接会「福祉ハートフルフェア」で

実践する取り組みにより、事業の効率化が図られている。 
その他  

 
 



   

事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 
（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進事

業 

事業名 【No.２６】雇用管理改善方策普及・促進事

業 

【総事業費】 
10,200 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 群馬県、介護労働安定センター等 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） ○雇用管理改善方策普及・促進 

介護関係団体や介護事業者等が行う雇用管理改善のため

の取組を支援する。 

○介護雇用管理等相談支援 

 介護施設・事業所に専門家派遣等を行い、課題解決を支援

する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・介護事業者における雇用管理改善の推進 

・処遇改善計画書提出事業所 １００事業所 

アウトプット指標（達成

値） 

○処遇改善計画書提出事業所：１８５事業所 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの縮

小。 

（１）事業の有効性 
本事業により介護施設・事業所に対して９９件の相談援

助及び専門家派遣を実施するとともに、１８５事業所から

処遇改善計画書の提出を受けることができ、介護事業者に

おける雇用管理改善が図られた。 
（２）事業の効率性 
 介護業界の現状を熟知し介護分野に特化した体制やノウ

ハウ等を有し事業を実施している者を委託業者としている

ため、効率的に事業を執行することができた。 
その他  



   

 
事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）勤務環境改善支援 

（小項目）管理者等に対する雇用管理改善方策普及・促進

事業（介護ロボット導入支援事業） 

事業名 【No.２７】介護ロボット導入支援事業 
  

【総事業費】 
72,382 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 介護事業者等 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） 介護事業者等が行う介護従事者の身体的負担軽減等のた

めの介護ロボットの導入を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・介護従事者の身体的負担の軽減 

アウトプット指標（達成

値） 

介護ロボットを導入 ７事業所７機 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの縮

小。 

（１）事業の有効性 
介護事業所に介護ロボットを導入することにより、介護

従事者の負担軽減を図ることができた。 
（２）事業の効率性 
 各介護事業所の状況に応じた、介護ロボットを導入する

ことで、効率的に介護従事者の負担軽減を図ることができ

た。 
その他  

 
 
 



   

 
事業の区分 ５．介護従事者の確保に関する事業 

（大項目）労働環境・処遇の改善 

（中項目）子育て支援 

（小項目）介護従事者の子育て支援のための施設内保育施

設運営支援事業 

事業名 【No.２８】施設内保育施設運営支援事業 
  

【総事業費】 
38,321 千円 

事業の対象となる区域 県全域 

事業の実施主体 介護事業者 

事業の期間 平成 27 年 4 月 1 日～平成 30 年 3 月 31 日 

☑継続 ／ □終了 

背景にある医療・介護ニ

ーズ 

地域包括ケアシステムの構築に必要な介護人材を安定的

に確保していくため、「参入促進」「定着支援」「資質向上」

の取組を実施し、総合的な介護人材確保対策を進める。 

アウトカム指標：団塊の世代が 75 歳以上となる平成 37 年

度に向け、介護人材の需給ギャップの解消を図る。 

事業の内容（当初計画） 介護関係団体や介護事業者等が行う介護事業所における

保育施設等の運営（共同実施の場合を含む）を支援する。 

アウトプット指標（当初

の目標値） 

・実施件数 １件 

アウトプット指標（達成

値） 

○実施件数：０件 

事業の有効性・効率性 事業終了後 1 年以内のアウトカム指標：群馬県高齢福祉計

画（第６期）において推計した介護人材の需給ギャップの縮

小。 

（１）事業の有効性 
職場定着を図るために有効な事業と考えているが、雇用

保険法に基づく両立支援等助成金を受けた場合に利用でき

ないことなどから、実施要望がなかった。 
（２）事業の効率性 
 本事業を効率的に活用してもらえるよう、事業募集の時

期や方法について検討する必要がある。 
その他  

 


